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１ 都市計画マスタープランの概要 

■都市計画マスタープランとは 

都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の２に位置付けられた法定計画で、住民に最も

近い立場にある市が、地域に密着した見地から、その創意工夫の下に市の定める都市計画の方針を

示すものです。 

なお、実際の都市づくりに当たっては、多くの年月がかかることから、本計画においては、おお

むね 20 年先を見据え、中・長期的な視点に基づく都市づくりの基本的な方針を示します。 

 

■計画の期間・目標年次 

本計画は、中・長期的な視点に基づく都市づくりの基本的な方針を示すものであることから、計

画期間を 20 年、目標年次を令和 27 年度(2045 年)とします。 

 

 

２ 都市づくりの課題 

 

●本市における都市づくりの課題 

人口動向 

・加速する人口減少・少子高齢化への対応、多様な世代が暮らしやすく、

長く暮らし続けられる環境づくり 

・既成市街地内の空洞化への対応 

土地利用 

・利便性の高い拠点市街地の形成 

・都市の活力向上に資する産業基盤の拡充 

・埼玉県内一の穀倉地帯を活かした農業の活性化 

・２つの都市計画区域で異なる土地利用制限への対応 

道路 
・広域交流と南北移動を支える道路ネットワークの構築 

・歩行者・自転車にやさしい道路空間の形成 

公共交通 ・持続可能な公共交通ネットワークの構築 

水と緑 
・豊かな水辺環境の保全と次世代への継承 

・公園・緑地の維持・拡充 

都市環境 
・公共施設等の適切な維持管理、効率的な運用 

・環境との共生に配慮した都市づくり 

防災・減災 
・風水害に強い都市づくり 

・震災に強い都市づくり 

景観、観光・交流 ・加須市の魅力を高め、観光・交流を促す環境・景観づくり 
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３ 都市づくりの目標 

■将来都市像 

 

 

みんなでつくる 元気あふれる 安全・安心・未来のまち 加須 

 

 

■都市づくりの目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《都市づくりの目標》 《目標展開》 

１ 利便性の高い拠点と快適な 

居住環境の形成 

～将来にわたり暮らし続けられる持続可能

な都市づくり～ 

２ 都市の活力を支える産業基盤、

都市インフラの維持・強化 

～都市基盤及び道路ネットワークの 

維持・強化に向けた都市づくり～ 

３ 豊かな自然・田園・スポーツ 

環境を活かした都市の魅力向上 

～訪れてみたい、暮らしてみたい、 

魅力ある都市づくり～ 

４ 誰もが安心して暮らし続けられ

る都市環境の構築 

～人と環境にやさしい都市づくり、 

災害に強い都市づくり～ 

①コンパクト・プラス・ネットワークの都市構造への 

転換 

②利便性の高い拠点市街地の形成 

①幹線道路ネットワークの強化 

②活力ある産業を支える都市基盤の維持・強化 

③公共施設等の効果的・効率的な維持管理 

①地場産業の維持・活性化、農地と都市の共存・共栄 

②豊かな自然と共生・調和した都市環境・景観の創出 

③地域資源を活かした観光・交流機能の拡充とにぎわ

いの創出 

①人にやさしい都市環境の形成 

②環境負荷の低減、循環型社会の実現 

③防災機能の強化、安全な暮らしの確保 
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■将来都市構造 

将来都市像の実現に向けて、都市づくりの目標及び目標展開で示した方向性を基に、本市の目指

すべき都市の構造を「拠点」、「連携軸」、「土地利用ゾーン」の３つの視点から示します。 

○拠点 

都市拠点 
本市の中核的な役割を担う市街地である、加須駅周辺から埼玉県済生会加須病

院周辺にかけての範囲 

地域拠点 
市役所及び総合支所をはじめ、行政、福祉、文化といった各種公共サービス機

能がまとまっている箇所や、近隣に立地する箇所 

生活拠点 
交通結節点となる鉄道駅周辺の箇所や、商業を中心とする生活サービス機能が

まとまって立地する箇所など、地域の暮らしにおいて中心的役割を担う箇所 

産業拠点 
本市の産業を支える機能が集積する市街地として、工業団地など工業・物流施

設が集積する箇所や、集積を図る箇所 

水と緑の拠点 

市民・来訪者が本市特有の豊かな自然と親しむことができる自然観察や観光・

交流の場として、市内でも特に良好な自然環境が残されている自然地や、市の

木「サクラ」、市の花「コスモス」の名所など 

スポーツ拠点 
各種スポーツ大会やイベントの場として、市内外から多くの人が集い・交流の

場となる主要な運動施設や公園、グラウンド 

観光拠点 
観光、レクリエーションなどを目的として、市内外から多くの人が集い・交流

の場となる主要な施設 

○連携軸 

広域連携軸 
都市間を結び、広域的な人・モノの移動や交流を支える主要な幹線道路及び鉄

道 

地域間連携軸 
市内における拠点間の移動を支える幹線道路や、 広域連携軸を補完して隣接

自治体との交流を支える幹線道路 

南北連携軸 市内及び隣接自治体との南北方向における円滑な移動を支える幹線道路 

水と緑の 

連携軸 

本市における良好な自然地、自然景観として、豊かな自然環境が連続している

市内の主要な河川、用水路 

○土地利用ゾーン 

市街地ゾーン 
住宅地、商業・業務地、産業地など、利用用途に応じた質の高い市街地環境を

形成する区域 

土地活用検討 

ゾーン 

市街化調整区域のうち、各種都市計画制度を活用し、利用用途に応じた計画的

な土地利用を検討する区域 

北部郊外 

ゾーン 

非線引き都市計画区域(用途地域未指定)のうち、特に計画的な土地利用の誘導

が必要な区域 

田園・集落 

ゾーン 

市街化調整区域及び非線引き都市計画区域(用途地域未指定)のうち、農業や自

然環境との調和の下、集落地のコミュニティと居住環境の維持を図る区域 
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将来都市構造図 
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４ 全体構想（７つの分野別方針） 

■土地利用・都市機能の方針 

○市街地ゾーン 

・商業・業務地、住宅地、工業地など都市的な

土地利用を基本とし、各用途に応じた誰もが

暮らしやすく、活動しやすい、質の高い市街

地の形成 

○土地活用検討ゾーン 

・個別の土地利用構想や整備計画に基づき、周

辺の環境や景観との調和に配慮しつつ、利用

用途に応じた計画的な土地利用の検討 

○北部郊外ゾーン 

・本市北部における地域の活性化とコミュニテ

ィの維持に向けて、都市的土地利用を前提と

しつつ、周辺環境との調和に配慮した秩序あ

る土地利用の誘導 

○田園・集落ゾーン 

・水辺などの良好な自然環境や農地の保全・活用

とともに、災害ハザードに留意し、無秩序な開

発の抑制や周辺環境との調和に配慮した適切

な土地利用の誘導 

土地利用方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注）図面掲載や紙面の都合上、本編と掲載順序を一部変更しています。 
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■道路ネットワークの方針 

○道路ネットワークの構築 

・「広域幹線道路」、「地域幹線道路」、「南北幹線

道路」について、各幹線道路の機能・役割に

応じた整備を国や県へ要望 

・「市内幹線道路」について、関連計画に基づく、

整備及び維持管理 

○道路環境の維持・向上 

・生活道路や橋りょうの整備、渋滞及び危険箇所

の解消 

・通学路及び危険箇所の安全対策、歩行者及び自

転車の安全対策、道路の適正管理 

・良好な道路空間の形成 

道路ネットワーク方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公共交通体系の方針 

○公共交通の維持・改善、利便性向上 

・鉄道事業者に対し、鉄道の輸送力増強や橋り

ょうの架け替え、利便性の向上に関する要望 

・路線バス、コミュニティバスの利便性向上 

○公共交通における新技術の活用 

・公共交通の利用拡大や利便性の向上に向けて、

新技術を活用したサービスの提供や導入の可

能性などについての検討 
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■自然環境の方針 

○自然・水辺環境の保全・活用 

・水辺の緑、樹林地・砂丘など、良好な自然環

境や生態系の保全、また環境学習や自然体験

の場としての活用 

○公園・緑地の整備・維持管理 

・既存公園の適切な維持管理、新たな公園の整

備、必要に応じた公園の廃止・統合や施設の

再配置 

・特定生産緑地への移行促進 

○河川・用排水路の整備・維持管理 

・河川の適切な整備及び維持管理、河川敷の活用

や親水機能に配慮した空間づくり 

・用排水路の維持管理、冬期試験通水による水質

浄化 

○緑の創出、市街地の緑化 

・市の木「サクラ」や市の花「コスモス」などに

よる緑の創出、まちなかの緑化への支援、工業

地や新たな開発地における緑化の促進 

自然環境の方針図 
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■都市防災の方針 

○水害への対応 

・河川、用排水路の整備・改修、雨水排水、雨

水貯留・浸透機能の強化 

○震災・火災への対応 

・災害に強い都市構造の構築、建築物、工作物

などの安全対策 

○ライフラインの安全対策 

・上水道、公共下水道、その他のライフライン(電

気施設、ガス供給施設、通信施設)の安全対策 

○災害リスクの周知と情報発信 

・平時における災害リスクや避難施設の位置、備

えなどの周知、洪水の危険性が高まった際の

正確な情報発信 

 

 

都市防災方針図 
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■都市環境の方針 

○環境負荷の低減に向けた都市づくり 

・環境にやさしい都市構造・交通体系の構築 

・再生可能エネルギーの導入、省エネルギー化

の推進、ごみ処理施設の再編 

○良好な居住環境の形成 

・公共施設等のバリアフリー化、デジタル技術

を活用した行政サービスの充実 

・まちの防犯・安全対策、環境美化、空家・空き

地対策 

○供給排水処理施設の整備・維持管理 

・給水人口の減少に対応した上水道の適正化 

・公共下水道の整備及び適正な維持管理、農業集

落排水施設の適正な維持管理、浄化槽整備区

域における合併処理浄化槽への転換促進 

■都市景観、スポーツ・観光交流の都市づくり方針 

○都市景観の形成 

・良好な田園・水辺景観の保全と活用、市街地

景観の形成 

○スポーツ・観光交流の都市づくり 

・各種スポーツ施設、自然資源を活用したスポー

ツ・観光交流の場やネットワークづくり 

都市景観、スポーツ・観光交流の都市づくり方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

10 

５ 地域別構想 

■地域区分の設定 

地域区分の設定に関して、国の「都市計画運用指針」では「地形等の自然的条件、土地利用の状

況、幹線道路等の交通軸、日常生活上の交流の範囲、区域区分等を考慮し、各地域像を描き施策を

位置付ける上で適切なまとまりのある空間の範囲とすることが望ましい」とされています。 

本市では国の指針を踏まえ、次の５つの視点から、「利根川」と「東北縦貫自動車道」を基準に「北

部地域」「中部地域」「南部地域」の３地域に地域区分を設定します。 

地域区分の設定に関する５つの視点 

① 合併前の旧市町にこだわらないこと 

② 駅勢圏を考慮すること 

③ 東西道路が充実していること 

④ 既存の市街化区域を分断しないこと 

⑤ 大きな地形・地物で区切ること 

 

地域区分図 
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■北部地域 
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■中部地域 
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■南部地域 
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６ 都市づくりの推進方策 

■連携・協働による都市づくり 

○都市づくりの実施主体と役割 

本計画の推進では、市民、事業

者と行政がそれぞれの役割を果

たしながら、連携と協働による都

市づくりに取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

■計画の進行管理、評価・検証と見直し 

○計画の進行管理 

本計画に位置付けた各施策は、計画（Plan）、

実行（Do）、評価（Check）、見直し（Action）の

ＰＤＣＡサイクルによる進行管理と評価を行い

ます。 

 

 

 

 

○計画の評価・検証 

本計画の評価・検証は、上に示す「評価(Check)」の段階で行うこととし、総合振興計画(基本計

画)の策定や見直し時期に合わせ、おおむね５年ごとに行います。 

○計画の見直し 

本計画の見直しは、５年ごとに実施する計画の評価・検証の結果を基に、必要に応じた部分的な

見直し(一部改訂)や、計画の中間年次である 10 年後(令和 17 年度(2035 年))を目処に、計画の中間

見直し(改定)を行うことを想定します。 

なお、上記の時期以外でも、本市を取り巻く社会情勢や都市構造の変化、上位計画の変更など状

況が変化した際には、適宜、必要な計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

市 民 
○都市づくりへの関心・意識の向上 
○都市づくり活動への積極的な参加 
○市民が主役の地域づくり 

事業者 

○都市づくりに係る事業の推進 
○市民への情報提供・共有 
○市民による主体的な都市づくりへの支援 

○事業活動を通じた地域の振興・活性化
への貢献 

○地域との共存・共栄を念頭に置いた事
業活動の実践 

行 政 
連携・協働による 

都市づくり 

 

Plan Do 

Check Action 

＜実行＞ 
○個別の事業・施策の実施 

PDCA サイクルによる 
都市づくりの進行管理 

＜評価＞ 
○個別の事業・施策に関する進捗

状況の把握 
○評価・検証と今後の課題の把握 

＜計画＞ 
○都市マスタープランの策定、

見直し(改訂/改定) 

＜見直し＞ 
○評価・検証結果の反映 
○社会情勢の変化への対応 
○個別の事業・施策の見直し 
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